


 （６）別紙６の標準液を改めた。 

 （７）別紙７の計量器・用器を改めた。 

 （８）別紙８の計量器・用器を削除した。 

５．規格各条の個別改正については、次のとおりであること。 

（１）別紙９の品目の規格を改めた。 

（２）別紙 10 の品目を削除した。 

６．その他所要の規定の整備を行ったこと。 

 

第２ 既存の通知等の取り扱いについて 

既存の通知等において「医薬部外品原料規格」と規定されているものについては、

新外原規によるものとすること。なお、「医薬部外品原料規格（別記Ⅰ）」又は「医

薬部外品原料規格（別記Ⅱ）」と規定されるものについては、「医薬部外品原料規格」

と読み替えるものとすること。 

 

第３ 施行時期について 

 本通知は、令和３年３月 25 日から適用すること。ただし、令和４年９月 30 日

までの間は、従前の例によることができるものとすること。 

 

  


